
8 

b) 緊急避難場所としての運営・管理体制の実態調査 

運営管理体制については独自のマニュアルがある社寺は、事前の対応を詳細に取り決めており、マニュアルが

ない社寺は、京都市の帰宅困難者対策ガイドラインを対応の参考としていることが明らかとなった。一方で、現

状の帰宅困難者対策ガイドラインには具体的な対応指針がないため、実際の対応には不安を感じるとの意見が多

かった。また、社寺のみで対応することが難しい業務があることから、今後は行政と連携してより具体的に対応

を取り決めていく必要があると考えられる。 
 
(2) 今後の課題 

本研究では社寺への聞き取り調査によって防災機能評価を行ったため、今後は実際に避難者となる観光客の意

見を取りいれた評価を行う必要がある。また、社寺間での物資の共有が実際に可能か検討するために社寺同士の

連携関係についても調査する必要がある。運営・管理体制に関しては、本研究では社寺と行政に聞き取り調査を

行ったが、地域住民の協力が必要との意見が得られた項目について、今後は地域住民の方にも聞き取り調査

を行う必要がある。 
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Since the Meiji era, flood control of rivers due to heavy rainfall has been prevented in Japan since the Meiji era by flood 
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１．	 はじめに	 

	 

	 日本では明治以降、西欧を中心とした近代技術を取り入れた治水計画によって大雨における河川の

氾濫を防いできた。日本の治水対策の特徴は「人口と財産の大部分が脆弱な氾濫原集中している」と

いうことである。さらに現在の日本における治水対策では、将来の気候変化による水害被害に対して

効果的かつ持続的に防げないと言われている文 1)。また計画者や意思決定者・利害関係者などの複数の

主体が共通の目標を達成するためには、治水と水資源の管理を改善する分野横断的なアプローチが必

要とされている。そこで本研究では、ランドスケープデザインの手法による治水問題の複合的な解決

方法を提案することを目的とする。 
 
２．	 研究の背景と目的	 

 
高度経済成長期の日本は、人口の増加や急激な発展に対応するため、西欧由来の近代技術による治水

対策を進めた。そこでは堤防強化や河道掘削、引き堤など、河道内で安全に水を流下させることを優

先する計画を行った。それにより氾濫原を乾いた土地に転換し、その土地に住宅等をつくることで土

地不足を解消した。わが国で、人口と財産の大部分の多くが脆弱な氾濫原に集中しているのはその結

果である。 
一方、近年では地球温暖化などの将来気候変動に伴い、今までより洪水リスクが高まることが予想

されている 1)。そのため従来の治水計画では治水方法では将来の水害を効果的かつ持続的に防げない可

能性も指摘されている文 1)。 
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さらに成熟社会を迎えた日本では少子高齢化により、今後、とくに地方での人口の増加は見込めな

い状況にある。以上より、今後わが国では現在の日本の経済状況を踏まえた上で将来の気候変動に柔

軟に対応できる新しい治水計画のありへと転換を図ることが望まれると考える。そこで、本研究では、

新しい治水事業と土地活用の複合的な解決方法を提示することを目的とする。 
 
３．	 研究の方法	 

 
治水計画において計画者や意思決定者・利害関係者などの複数の主体が共通の目標を達成するため

には、分野横断的なアプローチが必要とされている。そこで本研究では河川を含むランドスケープで

ある流域空間を計画するという立場から、治水計画と水資源の管理、そして流域空間の質の向上など

分野横断的な解決方法を考究する。これまで同様な目的の研究は琵琶湖・淀川流域を対象として継続

して行われ、今までの成果としては 2017 年度においては坂野が古川を対象に、2018 年度には山下が三
川合流エリア、安が保津川を対象に研究を行ってきた。この文脈のなかで、本研究の独自性は、上下

流における治水上の関係性から新しい治水事業方針の提案を行うこと、治水と土地の複合的な土地の

デザインを行うこと、降雨規模による風景や空間の変化を踏まえた計画を行うことである。 
 
４．	 計画対象地	 

 
本研究における「流域空間デザイン」の研究対象地

として京都府亀岡市の保津川注 1)をケーススタディエリ

アとする。(図 1) 
 
５．	 敷地分析と課題設定	 

 
(1)流域における位置づけ	 

保津川は琵琶湖・淀川流域の桂川上流に位置し、淀川河川整備計画の対象河川の一つである。同計

画では、琵琶湖・淀川流域における治水の基本目標として本支川・上下流のバランスを保ちながら戦

後最大洪水を水系で安全に流下させることとしている。その計画段階における現状として、本川であ

る桂川・宇治川・木津川の三つの河川のうち、桂川の治水安全度は現状で一番低いものとなっている。 
 

(2)保津川における「霞堤」と農地管理の課題	 

対象地である亀岡市の保津川は、下流部が狭窄部しているため水位が上昇しやすい。そのため昔か

ら多くの水害被害を経験しており、水害対策として保津川周辺では霞堤による治水が行われてきた。

具体的には、水害時に堤防の他の部分より高さの低い部分から遊水機能を持った農地へ水を溜め込む

ことで、市街地への浸水を抑制している、いわゆる「霞堤」である。また近年、上流に日吉ダムが完

成した後は以前よりも浸水の被害が低減したが、平成 25 年 9 月台風 18 号では 366 戸の浸水被害があ
った。  
一方、保津川においても淀川河川整備計画に基づき治水事業が進められている。上下流のバランス

を保ちつつ下流の流下能力を向上した上で、保津川の霞堤を嵩上げし、いずれ霞堤の仕組みを廃止す

る計画である。現状の亀岡地域における河川の流下能力は 1500 ㎥/s である。下流の嵐山地域では平成
25 年 9 月台風 18 号による洪水被害を受けて緊急洪水対策を実施した結果、河川の流下能力は 2300 ㎥
/s となっている。しかし、こうした現行の整備の方向性は、水系全体で洪水を河川の中に治めること
を最終目標としている。一方、洪水の量自体が大きく変動する可能性を考慮した場合には、堤内の遊

水地をより積極的に活用する総合治水が重要になる。この文脈では、現行の整備の方向性が唯一適切

な考え方であるとは言えない。 
 

(3)亀岡市の農業	 

亀岡市のもう一つの課題として、若年層の人口の低迷から農業就業者が減少していることが挙げら

図１	 計画対象地 
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れる。加えて、遊水機能を持った農地は区画整備がしっかりなされていないことからも、今後、耕作

放棄地が増えると予想される。こうしたことから、保津川沿いの農地一帯では、今後、有効な土地の

活用と管理の方法を立案することが、今後重要と考える。 
 

(4)課題設定	 

	 保津川における現状の治水事業の方向性は、保津川、桂川での堤防の嵩上げ、河道掘削によって大

規模な降雨に対して河道内で安全に水を流下させることである。日吉ダムの完成で大幅に洪水被害が

減少したが、景勝地の嵐山では、さらなる治水工事の実施は難しく、保津川の流下能力の向上には時

間を要する。さらには将来の河川整備で現在遊水機能を持つ農地の生産性が向上する場合でも、農業

就業者の減少のために、有意義な土地活用が行われる見込みは薄いと考える。 
	 このように将来の降雨量の増加を想定すると、現状の保津川の治水事業の方針では治水と土地の活

用・管理という、流域および地域の課題に柔軟に対応できない場合が想定され、この状況に対応でき

る新しい流域空間計画の方針が求められると考える。 
 
６．	 提案の方向性：自然と共生する河川	 

 
以上の議論から、本提案の方向性として現状の遊水機能を保持しつつ、同時にこれらの土地を地域

にとって有益な形で活用、管理する流域空間の計画とデザインを提案する。平常時は河川沿いの陸域

として地域住民や観光客、農業従事者、地域生態系にとって有用な空間として機能し、豪雨時には河

川の一部として機能するような複合的土地利用によって、複数の課題を同時に解決する計画を行うこ

とで、「自然と共生する河川」の姿を提案する。 
 
７．	 治水の観点からの計画方法	 

 
(1)計画想定降雨量および洪水調整の方針	 

本提案では、既存の霞堤を用いた遊水地の提

案を行う。最大の遊水機能を発揮する対象降雨

としては日吉ダム完成後の最大規模である平成

25 年 9 月台風 18 号注 2)を想定し、対象降雨に対

して日吉ダムの洪水調整と計画地の遊水機能に

よって、下流の嵐山で水を河道内で安全に流下

させるものとする。そのために請田地点におけ

る平成 25 年 9 月台風 18 号の流量を嵐山の流下
能力である 2300 ㎥/s までピークカットを行うこ
とを計画する。(図 2) 

 
(2)対象範囲の選定	 

嵐山の流下能力以下までピークカットを行うためには、計画 規模の

台風における湛水量に加えて約 420 万㎥の水を本研究対象地で 受 け

止める必要がある。計画範囲として、現状、遊水機能を持つこ と

から農地区画整備が十分に行われていない約 290ha を選定し、
既存の堤防高と JR 嵯峨野線の線路の高低差によって計画地内で
水を貯め込むことを計画する。(図 3) 

 
(3)流域における治水事業としての運用方法	 

現行の治水事業の方針では下流から上流へ順に治水工事を実施しているのに対し、本提案では、上

流から優先的に治水事業を実施することで上下流の治水安全度を確保することが出来る。 
そのため、現行の治水事業に比べて時間の短縮が可能であり、 

規模の

受 け

と

図 3 	 地形データ 

図 2 請田地点におけるハイドログラフ 
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さらにマネジメントの面では、下流の治水事業費を本研究提案に充当することが可能となることが利

点となる。 
 
８．	 空間デザインの観点からの計画方法	 

 

(1)貯水量を増やす掘削による地形デザイン	 

本計画では計画範囲内において計画降雨規模の洪水を受け止めるための貯水量を確保するために、

掘削を計画する。掘削においては河川内の生物が浸透水の悪影響を受けないために、平常水位以下ま

で掘り下げないように計画する。また掘削土を計画において活用していく。活用方法としては主に３

つを想定している。一つ目は堤防強化である。洪水時に遊水地として水を溜め込む際、破堤による遊

水機能の低下及び市街地への被害を無くすための堤防の増強に利用する。二つ目は回遊性の向上であ

る。計画地内の動線を掘削土によって構築する。またこの動線の地形高は降水規模による浸水範囲の

境界線として機能するものとなる。三つ目は拠点の創出である。盛り土を行うことで浸水しない拠点

図４	 全体構成 
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をつくりだすことで、通常時は賑わいの場所として機能し、非常時は安全な緊急避難場所として整備

する。 
 

(2)遊水地としての農地管理	 

	 計画においては、一部農地として存置することを計画する。その際、運営として管理を行政が行う。

具体的には、現状生産性の低い農地であるため休耕地となる農地を行政が管理して管理志望者に貸し

出すシステムを提案する。農地の浸水頻度を現状よりも低く計画することで生産性を高めることが可

能であり、管理者は有効に農地を活用することが出来る。農地所有者は高齢化などで休耕せざるを得

ない際に、農地を第三者に管理してもらうことが可能となる。 
 
(3)全体構成	 

保津川沿岸地域の魅力を高める流域空間を構成する(図４)。河川から湿地、放牧地・河畔林、農地な
どグラデーションのあるゾーニング計画によってエコトーンな環境をつくりだす。またそれらの空間

を繋ぐ動線によって計画内を人々がシームレスに移動することを可能とする。それぞれの空間では日

常的に様々な活用を想定しており、各地の自然によるエコツーリズムを形成していきながら観光客と

地域住民が一体となって亀岡の自然を体験する機会を生みだす。亀岡スタジアム周辺は計画地におけ

る拠点として計画し、人々の賑わいの核として機能するように商業施設や宿泊施設を配置する。 
 

(4)降水量による浸水範囲の変化	 

非常時は降雨量の規模によって浸水範囲が異なり、様々な風景や環境をつくりだす。湿地は 10 年確
率の降雨規模で浸水する。さらに上流の日吉ダムによる洪水調整機能を用いて年に数回人工的に浸水

させることで、生態環境を整えることを計画する。また 50 年確率の降雨規模では農地以外の面積が浸
水することを想定する。掘削土によって形成された動線の地形高によって水を受け止めることで農地

への浸水を防ぐものとする。そして計画最大降雨の規模において亀岡スタジアム以外の全面積が浸水

することで遊水機能を発揮する。 
	 

9.まとめ	 

 
	 本研究では琵琶湖・淀川流域における桂川上流である保津川をケーススタディエリアとして、この

流域における流域空間デザインの提案を試みた。現状の治水事業における方針とは異なるシナリオと

して治水事業の問題の一つである上流と下流の関係性に着目した治水事業の方向性を提示した。将来

の気候変動、地域の様々な課題をランドスケープ的手法によって複合的に解決するとともに、それに

よってつくられる豊かな河川空間を提案することができたと考える。(図 5)	 
 
謝辞:	 

研究にあたり、流域空間デザイン研究会の皆様方、南丹土木事務所の皆様方、亀岡市役所の皆様方に

はひとかたならぬお世話になりました。ありがとうございました。治水について右も左も分からない

状況からのスタートでしたが、多くの方々のご協力に助けられ、形にすることが出来ました。今回の

研究を糧にして、社会に貢献できるように精進していきたいと思います。 
 
注釈	 

1)2018 年度の安が行った研究と同対象地であるが、本研究では安の計画対象範囲を拡大し、計画

地周辺の治水安全度の向上のみならず、下流における治水安全度も向上させることを計画した点

がこれと異なる。	 

2)	 平成 25 年 9 月台風 18 号の降雨量は、100-150 年確率の規模と言われており、日吉ダムによる

洪水調整を行ったが、許容量を超える水が日吉ダムに流れ込んだため緊急放流を行った。その際、

亀岡においても霞堤からの浸水が発生し、さらには下流である嵐山も洪水被害に見舞われた。	 

	 

−250−



 

4 

さらにマネジメントの面では、下流の治水事業費を本研究提案に充当することが可能となることが利

点となる。 
 
８．	 空間デザインの観点からの計画方法	 

 

(1)貯水量を増やす掘削による地形デザイン	 

本計画では計画範囲内において計画降雨規模の洪水を受け止めるための貯水量を確保するために、

掘削を計画する。掘削においては河川内の生物が浸透水の悪影響を受けないために、平常水位以下ま

で掘り下げないように計画する。また掘削土を計画において活用していく。活用方法としては主に３

つを想定している。一つ目は堤防強化である。洪水時に遊水地として水を溜め込む際、破堤による遊

水機能の低下及び市街地への被害を無くすための堤防の増強に利用する。二つ目は回遊性の向上であ

る。計画地内の動線を掘削土によって構築する。またこの動線の地形高は降水規模による浸水範囲の

境界線として機能するものとなる。三つ目は拠点の創出である。盛り土を行うことで浸水しない拠点

図４	 全体構成 

 

5 

をつくりだすことで、通常時は賑わいの場所として機能し、非常時は安全な緊急避難場所として整備

する。 
 

(2)遊水地としての農地管理	 

	 計画においては、一部農地として存置することを計画する。その際、運営として管理を行政が行う。

具体的には、現状生産性の低い農地であるため休耕地となる農地を行政が管理して管理志望者に貸し

出すシステムを提案する。農地の浸水頻度を現状よりも低く計画することで生産性を高めることが可

能であり、管理者は有効に農地を活用することが出来る。農地所有者は高齢化などで休耕せざるを得

ない際に、農地を第三者に管理してもらうことが可能となる。 
 
(3)全体構成	 

保津川沿岸地域の魅力を高める流域空間を構成する(図４)。河川から湿地、放牧地・河畔林、農地な
どグラデーションのあるゾーニング計画によってエコトーンな環境をつくりだす。またそれらの空間

を繋ぐ動線によって計画内を人々がシームレスに移動することを可能とする。それぞれの空間では日

常的に様々な活用を想定しており、各地の自然によるエコツーリズムを形成していきながら観光客と

地域住民が一体となって亀岡の自然を体験する機会を生みだす。亀岡スタジアム周辺は計画地におけ

る拠点として計画し、人々の賑わいの核として機能するように商業施設や宿泊施設を配置する。 
 

(4)降水量による浸水範囲の変化	 

非常時は降雨量の規模によって浸水範囲が異なり、様々な風景や環境をつくりだす。湿地は 10 年確
率の降雨規模で浸水する。さらに上流の日吉ダムによる洪水調整機能を用いて年に数回人工的に浸水

させることで、生態環境を整えることを計画する。また 50 年確率の降雨規模では農地以外の面積が浸
水することを想定する。掘削土によって形成された動線の地形高によって水を受け止めることで農地

への浸水を防ぐものとする。そして計画最大降雨の規模において亀岡スタジアム以外の全面積が浸水

することで遊水機能を発揮する。 
	 

9.まとめ	 

 
	 本研究では琵琶湖・淀川流域における桂川上流である保津川をケーススタディエリアとして、この

流域における流域空間デザインの提案を試みた。現状の治水事業における方針とは異なるシナリオと

して治水事業の問題の一つである上流と下流の関係性に着目した治水事業の方向性を提示した。将来

の気候変動、地域の様々な課題をランドスケープ的手法によって複合的に解決するとともに、それに

よってつくられる豊かな河川空間を提案することができたと考える。(図 5)	 
 
謝辞:	 

研究にあたり、流域空間デザイン研究会の皆様方、南丹土木事務所の皆様方、亀岡市役所の皆様方に

はひとかたならぬお世話になりました。ありがとうございました。治水について右も左も分からない

状況からのスタートでしたが、多くの方々のご協力に助けられ、形にすることが出来ました。今回の

研究を糧にして、社会に貢献できるように精進していきたいと思います。 
 
注釈	 

1)2018 年度の安が行った研究と同対象地であるが、本研究では安の計画対象範囲を拡大し、計画

地周辺の治水安全度の向上のみならず、下流における治水安全度も向上させることを計画した点

がこれと異なる。	 

2)	 平成 25 年 9 月台風 18 号の降雨量は、100-150 年確率の規模と言われており、日吉ダムによる

洪水調整を行ったが、許容量を超える水が日吉ダムに流れ込んだため緊急放流を行った。その際、

亀岡においても霞堤からの浸水が発生し、さらには下流である嵐山も洪水被害に見舞われた。	 

	 

−251−



 

6 

参考文献	 
１）気象庁 HP、内閣防災、国土交通省水害被害情報 HP 
２）武田史朗(2016)「オランダの河川改修に学ぶ	 自然と対話する都市へ」:学芸出版社 
３）高橋裕(1988)「都市と水」:岩波新書 
４）石川幹子、吉川勝秀、岸由二(2005)「流域圏プランニングの時代-自然強制型流域圏・都市の

再生」:技報堂出版 
５）京都府「木津川・桂川・宇治川圏流域河川整備計画検討委員会第 13 回資料(平成 25 年台風 18
号の出水状況と対応に向けての課題) 」(2013) 
６）亀岡市まちづくり推進部	 都市計画課「亀岡都市計画マスタープラン」 
７）土屋信行(2014)「首都水没」:文春新書 
８）進土五十八、鈴木誠、一場博幸(1994)「ルーラルランドスケープのデザインの農に学ぶ都市環
境づくり手法」:学芸出版 
 
 
 
 
 

 

 

図 5	 計画平面およびイメージパース 

歴史都市防災論文集 Vol. 14（2020年 7月）                                                                                                           【報告】

大工仕事の力加減の可視化
-Human Computer Interaction 技術を用いた伝統技術の保存継承 -

Visualization of the carpenter’s force
-Preservation and Succession of traditional techniques with Human Computer Interaction-

小島尚之 1・山田悟史 2

Naoyuki Kojima and Satoshi Yamada

1
立命館大学大学院　理工学研究科環境都市専攻　博士課程前期課程（〒 525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1）

Graduate Student, Graduate School of Science and Engineering, Ritsumeikan University

2
立命館大学 理工学部 建築都市デザイン学科 任期制講師・博士（工学）（〒 525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1）

Lecturer, Dept. of Architecture and Urban Design, Ritsumeikan Univ., Dr. Eng.

At present, one of the problems in Japanese building industry is decrease of the carpenter population.One of the reasons 
of this problems is the style of present technology inheritance like learning by observation or listening.There are many 
researches to mechanize the handworks, but it is necessarily to take on technology development that one’s handworks 
are inherited by others because carpentry need  minionette and complicated technology that machines cannot reproduce.
Moreover, human have superior stracture, sensory nerve, and intellect; machines cannot imitate them more superior than 
human. Therefore, the aim of this research is to preserve caepentry with human computer interaction technology.

Keywords: Carpentry, Technology Inheritance, Clustering, DTW

１．はじめに

　現在、日本の建築業界が抱える問題の１つに、大工人口の減少が挙げられる。住環境価値向上事業協同組

合による調査 1) では、大工人口が 2020 年には 2010 年の 53％ほどになると予測されている。また、2020 年

における大工の需要予測では30万人程度が必要とされているが、このままでは9万人程度の大工不足となる。

その要因の１つとして、師弟関係と表される伝統的な技術継承の形式にも課題が挙げられる。現在の技能伝

承には現代に合わせた様々な工夫がなされているが、「見て習う」「聞いて習う」という文章や言語を用いた

技術の伝達形式では、 習得までに多くの時間を要するのが現状である。中島らの研究 2) では、宮大工の技能

は「道具の使い方」を始めとする 8 種類に大別され、全ての技能を修得し、棟梁として独立するには家大工

の約 2 倍にあたる約 8 年を要するとされている。このような現状に対して、人の手に宿った技術を機械化す

る試みが多数行われている。高品質な建造物を将来も維持するために必要な試みであるが、人は優れた機構・

センサー・自然知能を有していること、大工動作の繊細さ・複雑さをふまえると、人から人への継承は今後

も取り組むべき重要な課題である。これは建造という意味だけなく、ある時代に存在した優れた職人の感覚

を歴史として後世に伝えるという意味でも重要である。しかし、そのためには、現状の文章・図面・実物を

用いた技能伝承をより高度にする必要があるのが実情である。

　以上をふまえ、本研究では現状の大工仕事における技能伝承手法に一石を投じるべく、新たな歴史・文化

の保存方法を提案する。それは「体験して習う」という技術継承の提案である。ここでの体験は「師匠の動

きそのものの体験」 を意味している。例えば、陸上競技の短距離走での練習に、自分より速い選手と自分を

ロープでつないだ状態で走るということがある。これは、自分よりも高いレベルの走りを実際に体験するこ

とで、自分の走りとの差異を認識し、運動能力のさらなる向上を図るものである。このように、人同士で体
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